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 (d) 内部監査室は、適宜内部監査を行い、その改善策の指導、実施の支援・助言を、常勤監査役と

ともに行う。 

 (e) 法令等疑義のある行為等についての正規の直接情報提供・収集手段としてのホットラインとし

て「社内通報」制度を設置・運営し同時に公益通報者保護を図るものとする。 

 

③当社の取締役の業務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 (a) 『文書保管規定』に従い、取締役の業務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、一括

して単に「文書」という）に記録し、保存する。取締役及び監査役は、常時、これらの文書を閲

覧出来るものとする。 

 (b) 前項の対象文書は、株主総会議事録、取締役会議事録、経営企画会議議事録、コンプライアン

ス報告書、コンプライアンス委員会分科会＜情報監視・リスク管理・環境保全の各小委員会＞協

議書、その他代表取締役社長の特命により設置した委員会の議事録・協議書､取締役を最終決裁者

とする稟議書、会計帳簿・計算書類・出入金等会計伝票・税務申告書、重要な契約書、官公庁・

証券取引所等の公的機関に提出した書類の写し、並びに「株券等の売買届出書」とする。 

 (c) 管理担当部署は、閲覧の要請の日から２日以内に、本社において閲覧可能となるものでなけれ

ばならないものとする。 

 (d) (b)に記載された文書の保管等は別途文書保管規定に定めるとおりとする。 

 

④当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 (a) リスク管理小委員会をコンプライアンス委員会内に設け、技術統括部門の責任者が当小委員会

の委員長とするリスク管理小委員会を適時開催し、リスク発生の防止及び最小化並びに損失の低

減を図る。 

 (b) 内部監査部門がグループ部門毎のリスク管理の状況を監査し､ その結果を定期的にコンプライ

アンス委員会及び監査役会に報告する。 

 (c) コンプライアンス委員長は、コンプライアンス委員会が取締役会の承認の下に決定した改善策

を実施遂行する。 

 (d) 当社の事業資産の損害を最小限にとどめ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とす

るために、事業継続計画（BCP）を整備する。 

 (e) 子会社を含むグループ全体の経営管理を行うため、関係会社管理規程を整備し、グループでの

経営上重要な事項は、当社の取締役会等で報告・決議する。 

 (f) 内部統制に関する幹部への研修を適時行う。 

 

⑤当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。 

 (a) 職務権限・意思決定ルールの策定   

 (b) 社内取締役を構成員とする「経営企画会議」の設置 

 (c) 取締役会による年度事業（経営）計画、中期事業（経営）計画（以下、一括して単に「計画」

という）の策定・策定した計画に基づく事業部門毎の業績目標と予算案の策定（承認は取締役会）・

ＩＴを活用した月次・四半期業績管理の実施・各事業部門からの定例報告の聴取、レビュー及び

改善策の実施 

 

⑥当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

子会社の取締役等はその職務の執行状況について子会社を担当する当社の取締役を通じ経営企画

会議等で定期的に報告を行う。また、担当する当社の取締役は子会社の取締役等からの報告事項

について適宜意見を述べる等、子会社の職務執行について監督する。 
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⑦当社の監査役がその補助すべき者を置くことを求めた場合における当該補助者に関する事項及びそ

の者の当社の取締役からの独立性に関する事項並びに当該補助者に対する監査役の指示の実効性の

確保に関する事項 

 (a) 監査役から要請がある際には、会計に精通した人材の配置を配慮する。 

 (b) 当該者の人事異動・人事評価・懲戒等は、全て事前に監査役会の承認を要するものとする。 

 

⑧当社の監査役への報告に関する体制 

 (a) 当社の取締役及び社員等が当社の監査役に報告するための体制 

 ⅰ) 監査役に報告すべき事項は、監査役出席の会議（取締役会・経営企画会議）を除き、月次の

経営状況として重要な事項、内部監査状況、リスク管理に関する重要な事項、重大な法令・定

款違反、社内通報上の通報状況・内容、その他コンプライアンス関連規定に定める諸事項とし、

その他の事項の定例報告が必要な場合には監査役の要請として取締役会で協議の上決定する。 

 ⅱ) 社員等は、上司への報告・相談、社内通報の正規のルート以外でも、監査役に適宜直接報告

を行うことができるものとする。 

 (b) 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員等またはこれらの者から報告を受けたものが当

社の監査役に報告をするための体制 

   子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員等またはこれらの者から報告を受けたものにお

いては、(a)の体制により監査役への報告を行う。 

 (c) (b)の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制 

   報告をした者は社員等から如何なる不利益をも受けない権利を有するものとし、社員等は報告

をした者に対して通報したことを理由としていかなる不利益をも課してはならない。 

 (d) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執

行について生ずる費用また債務の処理に係る方針に関する事項 

   監査役の職務の執行に必要な専門家への調査、鑑定その他事務委託費及び旅費等の監査費用は

効率性、適切性に留意し請求される。 

 

⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 監査役に対して、必要に応じて弁護士・公認会計士等への監査業務に関する助言を受ける機会を保

障する。 

 

⑩反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係遮断に取り組み、反

社会的勢力からの不当な要求に対しては毅然とした態度で対応することを基本方針とする。 

 反社会的勢力排除に向けた当社における取り組みとしては、警察当局、企業防衛協議会等の関係機

関と連携し、反社会的勢力の情報及び動向を収集する体制を構築するとともに、社内外での諸研修等

を通じて、反社会的勢力への対応についての教育、研修を実施する。 

 
以 上 


